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令和４年４月 松本市農業委員会 定例総会（拡大委員総会） 議事録 

 

１ 日  時    令和４年４月２８日（木）午後３時１９分から午後５時３８分 

 

２ 場  所    議員協議会室 

 

３ 出席委員 

 (1) 農業委員 ２６人   １番 小林 康基     ２番 中條 幸雄 

              ３番 柳澤 一向     ４番 武井 茂善 

              ５番 中川  敦     ６番 久保 節夫 

              ７番 太田 辰男     ８番 河西 穂高 

              ９番 丸山 茂実    １０番 矢嶋 壽司 

             １１番 窪田 英明    １２番 塩原 秀俊 

             １３番 田中 悦郎    １４番 細江 弘光 

             １５番 塩原 俊昭    １６番 河野  徹 

             １７番 濵   博    １８番 齋藤 勝幸 

             １９番 橋本 実嗣    ２０番 倉科 孝明 

             ２１番 塩原  至    ２２番 三村 晴夫 

             ２３番 二村 喜子    ２４番 上條信太郎 

             ２５番 林  昌美    ２６番 瀧澤 和子 

 

 (2) 推進委員 １５人  推１番 西村  博    推２番 中野 千尋 

             推３番 大澤 好市    推４番 梶原 知子 

             推５番 松田 和久    推７番 平林  哲 

             推９番 田中 武彦   推１０番 中平  茂 

            推１２番 堀内 俊男   推１３番 北野 喜八 

            推１４番 山﨑 和男   推１５番 長﨑 作夫 

            推１６番 齋藤 知彦   推１７番 中澤 一海 

            推１８番 奈良澤 治 

 

４ 欠席委員 

 (1) 農業委員  なし 

 (2) 推進委員  ３人  推６番 赤羽 武史    推８番 松下 秀一 

            推１１番 田中 孝人 

 

５ 議  事（農地に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 農用地利用集積計画の決定の件………………………………（議案第１号～第６号） 

   イ 農地法第３条の規定による許可申請許可の件……………（議案第７号～第１２号） 

   ウ 農地法第４条の規定による許可申請承認の件………………………（議案第１３号） 

   エ 農地法第５条の規定による許可申請承認の件…………（議案第１４号～第２０号） 

   オ 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請承認の件………（議案第２１号） 
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   カ 引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件……（案第２２号～第２３号） 

 (2) 報告事項 

   ア 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

   イ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

   ウ 農地法第４条の規定による届出の件 

   エ 農地法第５条の規定による届出の件 

 

６ 議  事（その他農業委員会業務に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 令和３年度松本市農業委員会業務報告………………………………（議案第２４号） 

   イ 令和４年度松本市農業委員会業務計画（案）………………………（議案第２５号） 

 (2) 報告事項 

   ア 令和４年度農業委員会事務局及び農政担当課の職員体制について 

   イ 主要会務報告並びに当面の予定について 

 

７ その他 

 

８ 出席職員 農業委員会事務局    局  長  青木 美伸 

          〃        局長補佐  板花 賢治 

          〃        局長補佐  川村 昌寛 

          〃        主  任  藤井 勇太 

          〃        主  事  加藤 悠希 

       農 政 課       主  事  寺沢真由紀 

          〃        主  事  中村 愛佳 

 

９ 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２７条第３項により成立 

 

10 会長あいさつ  田中会長 

 

11 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により田中会長が議長に就任 

 

12 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕 １９番 橋本 実嗣 委員 

                    ２０番 倉科 孝明 委員 

          〔書記〕板花局長補佐、川村局長補佐 

 

13 会議の概要 

議  長     それでは、次第に沿って、まず農地に関する事項から議事を進めてまいり

ます。 

         初めに、議案第１号 農用地利用集積計画の決定の件について上程いたし

ます。 

         議案は別冊資料になりますので、ご準備いただきたいと思います。 
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         それでは、議案に掲載されている新規就農者について、まず事務局から説

明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、１枚おめくりいただいて、裏の面ですが、新規就農者の紹介の

ページがありますので、お願いいたします。 

         以後の説明は着座にて失礼いたします。 

         今月は２人の新規就農者ということで、ご紹介いたします。 

         １番目は、○○○○様でございます。住所地は安曇野市、農地の所在地は

梓川でございます。１筆、約９００平米弱を借入予定でございます。自家

消費を中心とした農業という中で、栽培予定はカボチャなど野菜というこ

とで、従事者は本人のみ、議案は３ページの５３番になります。署名につ

きましては、倉科農業委員、山﨑推進委員にいただいております。 

         ２番目、○○○○○様でございます。住所地、新村、農地も新村でござい

ます。１筆、８畝弱を借入予定でございます。出荷等を行う農業という中

で、栽培予定は大根、ニンジン等の野菜類、従事者はご本人のみ、出荷先

はＥＣサイト、インターネットによる一般顧客、直売所、スーパーでござ

いまして、販売量は、１０品目から１３品目の入った箱で約１，２００箱、

販売額は３００万円を見込んでございます。農業法人で２年間研修して、

水稲や大根等の栽培を経験しているということでございます。通作距離は

４キロちょっと、車での移動ということで、今後規模拡大を目指すという

ことでございます。５ページの８８番に該当しております。細江農業委員

と中平推進委員からご署名をいただいております。 

         以上でございます。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、地元の農業委員の方から補足をお願いいたします。 

         倉科委員お願いします。 

 

倉科農業委員   お隣の安曇野市の三郷明盛にお住まいの○○○○さんですけれども、ご本

人は障害者の支援施設に勤務されておりますが、同居している祖父母の自

宅の農業のお手伝いをされていたということで、農業に興味があり、カボ

チャをはじめ野菜を作りたいということで探していたところ、梓川で畑が

ちょうど貸したいということで出ていたということで、借りることができ

たそうです。大変真面目な青年でありましたので、今後数年かけて技術習

得をしながらということで、自家消費中心になりますけれども、そういっ

た形で農業に携わりたいという意欲がありましたので、今後を期待したい

と思っております。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         次、○○○さんについて細江委員。 
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細江農業委員   ○○○○○さんですけれども、神奈川県出身の方でして、旦那さんは鍼灸

師をやっております。それで、新村のおやき屋さんだった店舗を買いまし

て、そこで今、住んでおります。○○さんは２年間、塩尻の○○○○○○

で研修をしまして、さっき言った、説明あったように、定期便で収入を得

ていきたいということでございます。非常に熱心で、これから有機農業で

すね、着目されているんで、地域の先進的な取組をしていただきたいとい

うことで、期待をしております。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それを踏まえまして、農政課から議案の説明をお願いいたします。 

 

中村（農政課）主事 お世話になっております。農政課、中村でございます。 

         着座にて失礼いたします。 

         議案の１ページをご覧ください。 

         今回特記事項はありませんので、議案の説明に入ります。 

         ５－（１）－ア、農用地利用集積計画の決定の件、議案第１号になります。 

         合計欄のみ読み上げますので、２７ページをご覧ください。 

         合計欄読み上げの前に、この２７ページにおいて訂正していただきたい箇

所がありますので、ご確認をお願いいたします。 

         合計を表示している表のすぐ上、利用権設定（一括方式機構配分関係）の

うち、認定農業者への集積率ですが、こちら、「０．００％」になってお

りますが、正しくは「８５．３６％」になります。申し訳ございませんが、

修正をお願いいたします。 

         では、合計欄を読み上げます。 

         一般、筆数１７５筆、貸付け９０人、借入れ６６人、面積２８万８，９６

６．０７平米。 

         経営移譲、筆数１筆、貸付け１人、借入れ１人、面積４９９平米。 

         所有権の移転、筆数４筆、貸付け３人、借入れ３人、面積３，３３２平米。 

         第１８条２項６号関係、筆数８筆、貸付け４人、借入れ２人、面積８，１

４７平米。 

         農地中間管理権の設定（一括方式機構集積関係）、筆数３０２筆、貸付け

１７１人、借入れ１人、面積４９万３，６８８．６７平米。 

         （一括方式機構配分関係）、筆数２８８筆、貸付け１人、借入れ８７人、

面積４７万８，６６４．６７平米。 

         合計、筆数７７８筆、貸付け２７０人、借入れ１６０人、面積１２７万３，

２９７．４１平米。 

         当月の利用権設定のうち認定農業者への集積は、筆数３５３筆、面積６０

万９５５平米、集積率は７７．４６％です。 

         議案第１号は以上となります。 
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議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいまの説明に対しまして農業委員、推進委員の皆さんから質問、意見

等ありましたら、発言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         以降、議案の採決においては農業委員の方を対象に伺います。 

         議案第１号について、原案どおり決定することに賛成の委員の方の挙手を

お願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         続きまして、議案第２号 農用地利用集積計画の決定の件について上程い

たしますが、本件は委員に関係する案件になりますので、農業委員会法第

３１条、議事参与の制限の規定により、矢嶋委員には退室をお願いいたし

ます。 

 

（矢嶋農業委員 退席） 

 

議  長     それでは、農政課から説明をお願いいたします。 

         中村主事。 

 

中村（農政課）主事 ２８ページをご覧ください。 

         議案第２号になります。 

         合計欄のみ読み上げます。 

         筆数４筆、貸付け１人、借入れ１人、面積３，７６７平米。 

         認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第２号は以上となります。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第２号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         それでは、退室している矢嶋委員の入室をお願いいたします。 

 

（矢嶋農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第３号 農用地利用集積計画の決定の件について上程い

たしますが、本件も委員に関係する案件になりますので、濵委員には退室

をお願いいたします。 

 

（濵農業委員 退席） 

 

議  長     それでは、農政課から説明をお願いいたします。 

         中村主事。 

 

中村（農政課）主事 引き続き２８ページをご覧ください。 

         議案第３号になります。 

         合計欄のみ読み上げます。 

         筆数３筆、貸付け１人、借入れ１人、面積４，７７３平米。 

         認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第３号は以上となります。 

 

議  長     ご苦労さまです。 

         ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第３号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         退室している濵委員の入室を許可いたします。 

 

（濵農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第４号 農用地利用集積計画の決定の件について上程い
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たしますが、本件も委員に関係する案件になりますので、同様に倉科委員

には退室をお願いいたします。 

 

（倉科農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いいたします。 

         中村主事。 

 

中村（農政課）主事 続きまして、２９ページをご覧ください。 

         議案第４号になります。 

         合計欄のみ読み上げます。 

         筆数１筆、貸付け１人、借入れ１人、面積４９５平米。 

         認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第４号は以上となります。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第４号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         それでは、退室している倉科委員の入室をお願いいたします。 

 

（倉科農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第５号 農用地利用集積計画の決定の件について上程い

たしますが、本件も委員に関する案件になりますので、同様に丸山委員に

は退室をお願いいたします。 

 

（丸山農業委員 退席） 

 

議  長     それでは、農政課から説明をお願いいたします。 

         中村主事。 

 

中村（農政課）主事 引き続き２９ページをご覧ください。 
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         議案第５号になります。 

         合計のみ読み上げます。 

         筆数２筆、貸付け１人、借入れ１人、面積２，０１７平米。 

         認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第５号は以上となります。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、集約いたします。 

         議案第５号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         それでは、退室している丸山委員の入室を許可いたします。 

 

（丸山農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第６号 農用地利用集積計画の決定の件について上程い

たしますが、本件も委員に関係する案件になりますので、同様に太田委員

には退室をお願いいたします。 

 

（太田農業委員 退席） 

 

議  長     それでは、農政課から説明をお願いいたします。 

         中村主事。 

 

中村（農政課）主事 続きまして、議案３０ページをご覧ください。 

         議案第６号になります。 

         合計のみ読み上げます。 

         筆数４筆、貸付け１人、借入れ１人、面積３，９７２平米。 

         認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第６号は以上となります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第６号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         太田委員の入室をお願いいたします。 

 

（太田農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、本冊に戻ります。 

         議案第７号から１２号 農地法第３条の規定による許可申請許可の６件に

ついて上程いたします。 

         それでは、事務局から一括説明をお願いいたします。 

         藤井主任。 

 

藤井主任     農業委員会事務局の藤井です。よろしくお願いいたします。 

         議案説明の前に、資料の修正を、お願いいたします。 

         ２ページをお願いします。 

         議案第１２号ですが、譲受人、山形村の○○さんで、譲渡人が和田の○○

さんとなっていますが、逆でして、譲受人が和田の○○さん、譲渡人が山

形村の○○さんになりますので、修正をお願いいたします。 

         続いても修正ですが、３ページをお願いいたします。 

         新規就農者の１番、○○さんの農地地区ですが、「四賀」となっています

が、正しくは「岡田」になります。修正が多く大変申し訳ありません。 

         それでは、着座にて議案のほうを説明させていただきたいと思います。 

         議案第７号について、和田にお住まいの○○さんが農地保全のため、贈与

にて所有権を移転するものになります。 

         続いて、議案第８号、こちらも和田にお住まいの○○さんが農地保全のた

めに贈与にて所有権を移転するものです。 

         続きまして、議案第９号、神林にお住まいの○○さんが農業経営規模拡大

のため、贈与にて所有権を移転するものです。 

         続いて、議案第１０号、村井町南一丁目にお住まいの○○さんが農地保全

のため、売買にて所有権移転をするものです。 

         １ページおめくりいただいて、２ページをお願いいたします。 

         議案番号第１１番、島内にお住まいの○○さんが新たに農業を始めるため

に売買にて所有権を移転するものです。○○さんですが、現在は島内にご
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住所がありますが、岡田で今回買われる農地のお隣にある住宅を購入して、

それに付随する農地を購入するというような形になっております。なお、

本件につきましては、別段面積の設定によるものとなっております。○○

さんの情報につきましては、資料３ページに掲載をしております。 

         続きまして、議案第１２号、和田にお住まいの○○さんが新たに農業を始

めるため、波田の農地を売買にて所有権移転をするものです。○○さんに

つきましては、新規就農者であります。資料３ページの２番に資料を掲載

しております。 

         以上６件につきましては、別段農用地である議案第１１号を除き、農地法

第３条第２項の各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしている

と考えます。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、地元委員の方から補足説明をお願いいたします。 

         ７号、和田でありますので、塩原俊昭委員、お願いします。 

 

塩原（俊）農業委員 ７号と８号は隣接していますので、一括して説明いたします。 

         譲受人は、○○○○と書いて「○○○○」と読みます。○○さんが譲り受

けるものです。出し手のほうの○○さんと○○さんは、高齢で、もう農業

の継続が難しいということで、○○さんに譲るということです。場所的に

は、和田のライスセンターと、それから東のほうへ行きますと和田神社が

ありますけれども、そのちょうど中間の辺りであります。○○○○さんは

専業農家でありまして、８２歳ということで高齢ですけれども、お孫さん

が就農予定ということで、ネギ等の栽培、それから水田も行っていまして、

農家として立派に経営されていますので、このままいきますと不耕作地に

なってしまうというような土地でありますけれども、○○さんが耕作でき

ないということで、もう既に春の植付けの準備等も進んでいまして、立派

に耕作していっていただけるというように現地を見て確認をしてまいりま

した。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         ８号も補足ありますか。 

 

塩原（俊）農業委員 ８号も同じです。○○さんの土地と、○○さんの土地は隣接している土

地でありまして、全く同じであります。 

         以上です。 

 

議  長     それでは、議案番号９番、神林でありますので、塩原委員、お願いします。 

 

塩原（秀）農業委員 受人の○○○○さんですけれども、神林の農業の推進を行っている方で

す。この土地は、ちょうどこの畑と田んぼのところなんですけれども、お
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墓とかいろいろあって、基盤整備でちょうど外れてしまって、大きな田ん

ぼに入るにも、トラクターを入れるにも、田んぼを横切って行かないとト

ラクターで耕作できないという非常に作りづらいところです。○○さんも、

６年間今まで使用貸借ということでそこを耕作しておりましたけれども、

今回、所有権の移転、贈与ということでお願いしたいということで、申請

が出ておりますけれども、使用貸借だと、○○さんが耕作して、○○○さ

んは固定資産税をただ払っていたという形になりますので、そういうこと

を配慮した中で、今度は○○さんが所有権をもらって税金も払っていくと

いうような形の正規の形になると思いますので、承認のほうをよろしくお

願いしたいと思います。 

 

議  長     議案番号１０、小屋でありますので、窪田代理。 

 

窪田農業委員   ○○さんですけれども、専業農家でありますし、また地元の農業生産法人

にも入っていまして、芳川地区の農業の振興に協力をいただいているとこ

ろであります。現地ですけれども、来月水稲を作るということで、耕作を

していくということなので、特に問題ないと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ２ページへ行きまして、議案番号１１、岡田でありますので、中條委員、

お願いします。 

 

中條農業委員   議案番号１１ですが、譲渡人の○○さんは埼玉県のほうに住んでおりまし

て、今の岡田の農地を保全できないということで、売買をする案件です。

○○さんは、１０年ぐらい農業経験がありまして、自分で耕作する意欲も

ありまして、特に問題ないと思います。自家用野菜とブルーベリーという

ことで、先日見たときも、ブルーベリーが３本ほど植わっていたように見

えました。今、隣に農家住宅というか、住宅がありまして、そこへ住む予

定なんですが、そこも今、リフォーム中で、リフォームが終わればそこへ

入居して、隣の畑を耕作するということで、問題ないと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         議案番号１２番ですけれども、住所が和田でありますので、塩原俊昭委員

に最初に言っていただいて、あと塩原至委員、そういうことでお願いしま

す。 

         それでは、塩原俊昭委員。 

 

塩原（俊）農業委員 それでは、譲受人が和田の住所になっておりますので、私のほうから最

初に発言をします。 

         この○○○さんという方は、新規就農者で、唐突にこの申請が出てきたと

いうことであります。そういうことで、この方は農業経験が全くない方で
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す。それで、ちょっと慎重に行かないといけない案件かなというように思

いましたので、和田のほうでは、４月９日に私と田中推進委員と２人で面

談をいたしました。１時間半ほどの面談でありますけれども、その中で聞

き取った内容をかいつまんでお話ししますと、この申請書には、波田地籍

の７，３５９平米ということになっていますが、出し手の○○○さんは、

山形村に在住の方でありまして、山形村にも土地を４反歩ほど持っていま

す。この○○さんが波田地籍の７，３５９と、それから山形地籍の４，０

００平米、合わせて１町１反歩を購入して、新規農業を始めたいと、こう

いう申請であります。 

         新規参入なものですから、いろいろお話をお聞きしましたところ、出身は

九州だそうです。奥さんは山形村出身の方で、西原の新しくできましたＪ

Ｋタウン、西原住宅団地の中に２区画を購入しまして、九州から呼び寄せ

たご両親と、それから子供３人の３世帯住宅で住んでおられるということ

です。 

         それから、前職はということでお聞きしましたが、これが○○○○という、

地主さんから土地を買って、賃貸アパートなどを建設して売買するという

か、それから太陽光発電、そういったものを設置する、そういったような

○○○○にお勤めで、そこの営業をされていたということでありまして、

かなり農地の売買といいますか、土地の売買とかそういったようなものに

関しては知識を持っておられると、このような方です。 

         一番心配したのは、こういった知識のある方ですので、農地を購入して、

転売というか、そういったようなことになってしまうんではないかなとい

うことを非常に危惧しまして、その辺のところもしつこいぐらいに確かめ

てみたわけですけれども、本人はそういうことは全く考えていないという

ことで、これからは農業の時代だから、農業をやりたいということでした。 

         品目につきましては、スイカ、長芋、ニンニク等を作って、農協を通して

販売したいということでしたが、全くの新規参入でありまして、農協を通

して販売するにはどうすればいいんですか、という逆に質問をされるよう

な状態でして、農協を通すには、農協の組合員になって、生産部会の部会

員になってやっていくことになりますというような話をしたというような

状態でした。 

         それで、資金的なものはどういうふうになっているのかということをお聞

きしたところ、現在は、前職がそういったような職業でしたので、不動産

の賃貸収入があるので生活は安定しているということでした。 

         それから、技術的な指導というか、そういったようなものはどうするのか

というようなところもお聞きしたところ、波田に新規就農されている先輩

の方で○○○○さんという方がおられる。その方とパイプがあるので、そ

の方の指導を仰ぎたいと。それから、もう一点は、奥さんの実家のほうの

親戚筋に当たる○○○○○○さんという方ですけれども、この方の技術指

導を仰ぎたいと、こんなようなお話でした。 

         全体の話を聞いていく中では、技術的に非常に不安なものがあるというこ

とと、それから農機具等はどうするんですかとお尋ねしたところ、農機具
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等は農機具会社等のリースを考えていると、こんなような非常にちょっと

無謀な計画だなというようなことを感じたわけですけれども、熱意だけは、

これからは農業で、こんな何でもできる、畑かんもそろっている、これだ

けの条件がそろっている農地というのはほかにないので、ぜひ農業をやり

たいと、こんなようなお話をしていました。技術的な不安はあるものの、

不耕作地の解消というようなことにはなるのではないかなというように思

いました。 

         この土地、実際に地図も見せていただきましたので、私もちょっと見に行

ってきましたところ、この出し手の○○さんの耕作はほとんどされてない、

不耕作地になりかけているというような状態の土地でしたので、そこを買

って農業を始めたいということでしたので、熱意は十分あるなということ

は感じてきました。 

         そんなところですが、波田の塩原さん、お願いします。 

 

議  長     塩原至委員、お願いします。 

 

塩原（至）農業委員 ４月１０日に和田の塩原委員からお伺いいたしまして、そのときに波田

の○○○○さんという名前が出ましたので、私、畑が近所だものですから、

その日に○○○○さんにちょっと聞いてみました。そうしたら、○○さん

のことはよく知っているということで、奥さん同士が友達で、その付き合

いでということで、「じゃ指導するんだね」って聞きましたら、「いや、

あいつはまだそんなこと考えてなくて、俺に貸すようなことを言ってい

た」と言うもんですから、これは大変だと。これはもしかしたら売っちゃ

うかもしれないというように考えまして、事務局の方と相談して、農地の

売買に入ったら困るからということで、波田は４月１１日に推進委員２名

の方といろいろ向こうがもうプロ中のプロみたいな感じなものですから、

営業でも何か支店長を２つやっていたみたいです。その若さで支店長をや

るということは、多分よっぽど頭がいいなと思うので、私では対抗できな

いなということで、事務局の加藤さんと藤井さんをお呼びしまして、１時

間ちょっとお話を聞きました。 

         内容的には、やはり和田の委員さんの言うとおりに、本当にやる気があり

まして、これからは農業がいいと。僕は絶対農業にかけていきたいという

ことで、高校生の息子さんがいまして、来年度農業関係のほうに進めると

いうことを言っていました。 

         それで、あと機械はどうするのかとお聞きしましたら、先程のお話のとお

り、大きいものはリースで、そして小さいものに対しては、自分の所有し

ていました宅地のほうが結構面積２区画ということで、小屋を建てて、そ

こに収納するということで、そして何をやるのですかと言ったら、今年は

本当に荒れていまして、そこを保全するために整地をして、秋口、少しで

もニンニクを植えていきたいと。そして、波田の田んぼ地のほうは水稲を

やるみたいです。今、機械が入っていまして、多分、土手とかそういうも

のを造ると思うんですが、ちょっとそれは見ていきたいと思うけれども、
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それだけ農業に対する熱意が認められましたので、ぜひ農産物をハイラン

ドに出荷できるような、そんなような青年になっていただきたいと思いま

す。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、７号から１１号まで質疑して、集約します。その後、１２号は

事務局の考え方等聞きながら、１２単独でやりたいと思いますので、お願

いしたいと思います。 

 

河野農業委員   議長、いいですか。 

 

議  長     はい、河野さん。 

 

河野農業委員   議案第１１号の関係ですが、新規就農ということで、私も説明を受けて、

よく場所を聞いてみたら岡田下岡田。ここは地区とすれば島内の山田地区

というところで、今、住所地がたまたま島内なものですから、私も注意深

く見ておりまして、いわゆる農地つき住宅ですね。住宅のほうはリフォー

ムをしている最中なんですが、いわゆる水回りの部品が入らないもので、

なかなか移住して住めないというようなことを言っておりましたが、先日、    

にも私、行ってきましたが、ブルーベリー植えたり、いろいろとしていま

したが、非常にやる気が満々で、ぱっと見た目よりもしっかりやりそうだ

な、そういう感想を受けました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         今、１１号について河野さんから補足がありました。 

         それでは、先ほど申し上げたとおり、議案番号７号から１１号まで、委員

の皆様、質問、意見等ありましたら、お出しをお願いしたいと思います。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようですので、集約いたします。 

         議案番号７から１１まで、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、議案番号７番から１１番は全員賛成ですので、原案ど

おり許可いたしますが、１２号、事務局の考え方を説明してください。 

         藤井主任。 
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藤井主任     事務局の考え方です。法的にどうかというところですが、○○さんにつき

ましては、農地法第３条の第２項の各号の要件、例えばですが、農作業が

必要なときは農業に従事できるかどうかというところも、年間２５０日従

事できるというところもありますし、農機具の関係も、全て見込みですが、

耕運機は自己所有で購入予定ということと、トラクターであったり、その

他の農業機械はリースの予定があるので、農作業のときにはそれを使う予

定だと。通作距離も、自宅から１０分であって、問題なくできるというよ

うなところもありますし、地域の農業集落ですとか、農家組合の取決めに

もちゃんと従って、支障のないように耕作するですとか、農薬散布の関係

も、地域の取決めに従っていただくということも確認できています。 

         転売の関係も、事務局もご相談の段階から何度も話をしていまして、３条

で取得したところを貸すというのも駄目だし、売るというのも駄目ですよ

ということを説明してありまして、そこは分かったと。「もちろん分かっ

ています」という言い方でしたけれども、言っていましたので、事務局的

には問題ないかなというように考えております。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         そういう客観的な情勢のようですし、基本的には新規はウエルカムですの

で、それを踏まえまして、皆さんのほうからご質問、意見等ありましたら、

お願いいたします。 

         塩原さん。 

 

塩原（俊）農業委員 ちょっと補足になりますけれども、先ほどの研修の中でも、新規就農者

に対する支援の話があったんですけれども、本当に新規就農者として貴重

な人材だと思うのですが、計画がまだまだ詰め切れてない部分もあります

し、そういったようなことから、今日、ＪＡの三村常務もいますんで、和

田支所の営農生活課長のほうにきちんと指示を出してもらって、きちんと

面倒見てもらうことを指示として出してもらいたいと思いますし、それか

ら農政課のほうにも、新規就農者のサポート事業というようなことで、き

ちんと面倒を見ていかないと、せっかくの芽を摘んでしまうような結果に

なりますので、そこら辺のところをぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         本人はそういう意欲あって、そういうアクションを起こしてくれれば、Ｊ

Ａももちろんそうだし、農政課も同様でで、その辺のアドバイスを塩原至

委員、お願いします。 

 

塩原（至）農業委員 はい。 

 

議  長     ＪＡや農政課に、本人がそのようなアクションをまず起こしてもらいたい

と思います。 
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         今の前段の話を含めまして、この１２号について、皆さんからほかに質問、

ご意見等ありますか。 

         河西委員。 

 

河西委員     ７反歩超える農地ですよね。技術習得なしでできるレベルは超えていると

私は思います。延期とかできないんでしょうか。これ。今日決めるよりも、

ちゃんと技術習得先を決めて、技術習得のめどが立ったら、またかけると

いう形が妥当じゃないかと私は思います。 

 

塩原（至）委員  延期のことも話したんですが、そうしたら、いろいろな全部の耕作の関係

のものを去年から払っているみたいで、もう何もできないままでただ払い

も嫌だから、何しろ耕作したいから買わせてくれないかということなんで

す。そして、事務局とも話して、今年すぐやれって言っても無理ですから、

秋口に１反歩かそのぐらいのものをやって、来年度増やしていくという、

一応農地保全、一回はためしにやるということでありますので、波田地区、

和田地区で様子を見ながらやっていきたいと思いますが、よろしいですか。 

 

議  長     農業委員会としてはそれ止まりだと思います。ただ、確かに成功してほし

いから、また塩原俊昭委員と塩原至委員、申し訳ないが、今ここで出た内

容の懸念を本人に伝えてもらって、そういうアクションを起こしてもらう

っていう、農協と行政とそれに対して。それで、そのくらいの熱意はやっ

てもらって、前へ進んでもらうということしかしようがないと思いますが。 

         法的瑕疵があって駄目だと言うことはいいんだけれども、そういうことじ

ゃないもので。 

         ほかにありますか。 

         矢嶋さん、お願いします。 

 

矢嶋農業委員   農地法３条申請で所有権移転できますよね。それから、売買は、何か先ほ

どできないという話だったんだけれども、それは何か理由があるんでしょ

うか。 

 

議  長     川村補佐。 

 

川村局長補佐   今のご意見に対することですが、ついこの前までは、３年３作という縛り

がありました。要は、３年は作りなさいという縛りだったんですが、この

解釈が、３年作ればいいというように捉われることが多かったため撤廃と

なりました。 

         今、絶対いけないのかという話なんですが、基本的には、公社のほうでも

売買やっているもので同様ですけれども、何年という縛りはございません。 

         例えばです。本日３条に上がった方々で、急に病気になってしまったりし

て、どうしても今後ずっとやっていけなくなった。そういった不慮の事故

みたいなものがあったときには、１年でも転売は可能です。しかし、何年
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という縛りはございませんけれども、やはり農地を農地として購入した場

合は、原則それに従ってくださいというようなお願いはしているところで

す。それでないと、転売目的で購入することが横行してもいけませんので、

事務局としても、その辺は重々窓口のほうでお願いしているところです。 

 

議  長     矢嶋さん、そういうことだそうですが。 

 

矢嶋農業委員   それは法律的に売買できるということであれば、それ以上は言いません。 

 

議  長     河西さん。 

 

河西農業委員   この後、もし問題があった場合に、事務局としては、農地法３条違反等で

法的措置を取るつもりまでありますか。 

 

議  長     川村補佐。 

 

川村局長補佐   所有権移転という話になりますと、３条あるいは５条に諮らないことには

地目が農地ですので変わりませんので、どちらに転がっても、人に移ると

いうことは、この総会に諮られるということになります。 

         耕作しないという場合あるかもしれないです。３条だけではなくて、本来

利用権でも駄目です。土地をお借りして、それを耕作しないでほっぽらか

しておくという、これは指導事項になりますので、その辺も、日々農地パ

トロールも含めた中で点検して、必要とあれば指導していくと、そういっ

た形になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

河西農業委員   分かりました。 

 

議  長     よろしいですかね。 

         他にありますか。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようですので、この辺で集約したいと思います。 

         議案番号１２、賛成の農業委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［多数挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         賛成多数ですので、原案どおり承認することといたします。 

         続きまして、議案１３号 農地法第４条の規定による許可申請承認の件、

１件について上程いたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 
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         加藤主事。 

 

加藤主事     お願いいたします。農業委員会事務局の加藤と申します。 

         申し訳ありません。初めにこちらも訂正箇所がございますので、お願いい

たします。 

         ５ページを開けていただいてもよろしいでしょうか。 

         議案第１７号の譲渡人の住所ですが、「村井町○丁目○○番地○」となっ

ていますが、正しくは「○○番地○○」です。申し訳ありません。 

         それでは、議案の説明に入らせていただきたいと思います。 

         着座にて失礼いたします。 

         議案第１３号、転用目的は自家用の駐車場です。内容については議案書の

とおりですが、やむを得ないものとして追認申請となっております。 

         以上、この案件につきましては、一般基準等の各要件を満たしていると判

断しています。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、地元委員の意見をお願いします。 

         太田委員。 

 

太田農業委員   ここはずっと以前から駐車場として使っていたところで、全く問題ないと

思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         次に、現地を見ていただいた濵委員、お願いします。 

 

濵農業委員    自宅の前の自宅に向かった右側のところなんですが、手前のところへブロ

ック塀が積んであったり、青垣根を造ってしまったりして囲ってありまし

て、やった当初は畑だと本人も分かっていたんだろうと思いますけれども、

年月がたつにつれて、垣根の中ということもあって、多分それで車を置く

ようにしてしまったのではないかなと思います。ここへ車を置いても、周

りに別段影響ございませんし、問題はないかと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全体を通しまして質問、意見等ありましたら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、農地法第４条の規定による案件１件について

集約いたします。農業委員の皆様の意見をお伺いします。 

         議案第１３号について、原案どおり承認することに賛成の委員の方は挙手

をお願いいたします。 
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［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、議案第１４号から２０号 農地法第５条の規定による許可申

請承認の件、７件及び関連がありますので、議案第２１号 農地法代５条

の規定による許可後の計画変更申請承認の件について上程いたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         加藤主事。 

 

加藤主事     議案書５ページをお願いいたします。 

         議案第１４号、転用目的、建て売り住宅です。 

         議案第１５号、転用目的、事務所・倉庫です。 

         議案第１６号、転用目的、資材置場です。 

         議案第１７号、転用目的、通路用地です。内容については議案書のとおり

ですが、やむを得ないものとして追認申請となっております。 

         議案第１８号、関連がありますので、議案第２１号についても説明いたし

ます。 

         ７ページ、議案第２１号、５条の許可後の計画変更です。○○さんは一般

住宅を建築する予定で農地法代５条の規定による許可を受けていました。

転用許可後、仕事の都合で当該地に居住することができないまま現在に至

り、当該地を売却して、○○さんが住宅を建築したいと考え、今回の変更

申請となりました。よって、本議案は議案第２１号の計画変更の内容のと

おりの５条申請となります。 

         続きまして、議案第１９号、転用目的、建て売り住宅です。 

         議案第２０号、転用目的、一般住宅です。 

         以上、これらの案件につきましては、内容は議案書のとおりです。また、

一般基準等の各要件を満たしていると判断しています。よろしくお願いい

たします。 

 

議  長     それでは、地元の委員の方の意見をいただきます。 

         １４号、島内であります。河野委員。 

 

河野農業委員   １４と１５号、これ、渡人のほうの土地で隣り合わせのところです。１４

号のほう、写真を見ていただければ分かりますが、右側の道路はラーラ松

本のほうへ行くガクホク街道という形になりますが、１４号は正面に家が

あります。それから、１５号は、逆のほうから写真を撮っておりますので、

隣が倉庫になっております。それで、道の手前ですが、手前のところをや

はり貸し事務所になって、ずらっと並んでいるというような状況でござい

ます。それで、たまたま奥に三角の○○○さんという方の土地があるんで

すが、そちらへの出入口のついた道路ということで、確認をしたところで、

○○○さんのほうでは、当面やる予定がないから、別に道は取らなくても
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いいということで、交通上は水路、道路、奥に行っておりますのでいいん

ですが、実際に奥の土地を使用するとなると、ちょっと問題だなと。ただ、

現状は、近くに石屋さんが物を置いてある、いわゆる石屋さんに貸してあ

る土地なものですから、あまり最近利用してないということで、土地の所

有者にも確認した中で、ちょっと現状ではそこに道をどうしてもつけなき

ゃいけない、要らないということで、心配していた部分は、土地の所有者

がそういうことだということで、両方とも、１４、１５とも問題なしとい

うように判断をいたしました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、現場を見ていただいた濵委員、２つお願いします。 

 

濵農業委員    今説明にあったとおりですが、水路も使いそうもないし、これを誰かに貸

して作れと言っても無理なので、やむを得ないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         １６番、笹賀でありますので、矢嶋委員、お願いします。 

 

矢嶋農業委員   この購入者の○○○○さんにつきましては、電気工事業ということで、大

分仕事も事業拡大してきているということで、その資材の関係、それから

廃材の関係を置きたいと。また、車両も買いたいということで、いろいろ

土地探したようでありますけれども、なかなか条件に合うところがなかっ

たということで、本人も１６の写真に載っておりますけれども、ご本人が

住んでいる住宅が奥にあって、その前ということで、お父さんの所有なん

ですけれども、ちょうど資材置場にちょうどもってこいということで、こ

こが場所としては一番適しているということで、盗難防止ももちろん防げ

るという状況であります。ここのところをそういう形で資材置場にしても、

周りが全て住宅になっておりまして、周りに影響のあるという状況ではな

いというように考えますので、問題ないと考えます。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、濵委員。 

 

濵農業委員    転用については、今ご説明にあったとおりに問題ありませんが、非常にき

れいに家庭菜園やっておりまして、私としてはもったいないなという思い

がありましたが、これは致し方ない、家業のことですからしようがないと

思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 
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         １７号、中山であります。太田委員。 

 

太田農業委員   写真見てもらっても分かるように、通路ののり面で、全く問題ないと思い

ます。 

         以上です。 

 

議  長     それでは、濵委員、お願いします。 

 

濵農業委員    圃場整備のときにここの土手をきれいに整地したと思うんですが、そのと

きの残地が多分ここへ紛れ込んで残っていたんじゃないかなというように

見受けてきました。問題ないと思います。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         １８号、梓川でありますので、倉科委員ですが、２１も一緒にお願いしま

す。 

 

倉科農業委員   議案番号１８号の件ですけれども、場所は南大妻という地区の集落の中の

一角になりまして、周りはもう住宅になっております。写真を見ていただ

きますと、手前が道路になっておりまして、左側に宅地で、右側も宅地が

あります。奥は農業用の用水路が通っておりまして、そういった形で囲ま

れた土地でありますので、今回の転用についてはやむを得ないものと考え

ております。 

         あわせて２１号の関係ですけれども、こちらも所要手続でございますので、

特段の問題はないものと考えております。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         １９号、２０号と続けてお願いします。 

 

倉科農業委員   １９号ですが、場所は氷室という集落の中の一角になりますけれども、主

要地方道の松本環状高家線の沿線になります。この中で、ここも道路に面

していて、両側が宅地、既に宅地になっている。奥がやはりここも農業用

の用水路になっておりまして、転用されたとしても、周辺の農地のほうに

は影響はあまりないかなというように考えておりまして、この場所につい

てはやむを得ないものと考えております。 

         続いて、２０号ですけれども、これも１９号と同じで、同じ主要地方道沿

いにございまして、ここは写真を見ていただきますと、くくってあります

範囲を今回転用するということなんですが、ここも周りが宅地化している

ところなんですけれども、この左側に見える部分が、ちょっと不整形な形

で農地が残ってしまうものですから、今後適正に管理されるかどうかとい

うことを注視していく必要があるかと思いますけれども、今回の転用の内

容につきましてはやむを得ないものと考えております。 

         以上です。 
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議  長     ありがとうございました。 

         それでは、現地を見ていただいた濵委員、１８、１９、２０、２１を含め

まして、お願いします。 

 

濵農業委員    了解です。 

         １８号ですが、もともと宅地を建てるという目的で購入された方が来れな

いということなので、これは致し方ないと思います。 

         それから、１９番ですが、大きい道路のところの三角のこれだけの面積の

田んぼでございますので、なかなかこれからの耕作は、用水路からも水が

非常に、揚げ口ですので難しいかなということで、仕方ないかなと思いま

す。 

         それから、２０番ですが、奥の四角いところの右側がもともと宅地で、多

分住宅があったんじゃないかなと思いますが、そこへ続けて宅地を取って、

増やして建てるということで、全て周りに自分の土地が残りますので、問

題ないかと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、全体を通しまして質問、意見等ありましたら、推進委員の皆様

も含めまして発言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、農地法第５条の規定による案件、８件につい

て、一括して集約いたします。 

         農業委員の皆様に伺いますが、議案第１４号から２１号について、原案ど

おり承認することに賛成の委員の皆さん、挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、議案第２２号及び２３号、引き続き農業経営を行っている旨

の証明願承認の件、２件について上程いたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         藤井主任。 

 

藤井主任     それでは、議案書８ページをお願いいたします。 

         議案番号第２２号、平田西１丁目にお住まいの○○○さんが引き続き農業

経営を行っている旨の証明願について承認を受けるものになります。 

         続きまして、議案第２３号、大村にお住まいの○○○○さんが引き続き農

業経営を行っている旨の証明願について承認を受けるものとなります。 
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         以上になります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、議案番号２２ですので、窪田代理、お願いします。 

 

窪田農業委員   平田西の○○○、○○○－○は、○○さんの自宅に隣接する畑であります。

ネギや野菜、花等が植わっておりまして、特に問題ないと思います。その

ほかの３枚につきましては、下にありますように、地元の農業生産法人に

貸付けされておりまして、適正に管理されていましたんで、特に問題ない

と思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         議案番号２３、柳澤委員、お願いします。 

 

柳澤農業委員   昨日の午前中に現地に行って畑を見てきました。この○○さんという方は

ちょっと留守で、お父さんが畑で既に仕事されておりました。一部ネギが

植わっていました。残りはきれいに耕作されていて、これから夏野菜を作

るというようにおっしゃっていました。問題ないと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         この２件について、皆さんのほうから意見、ご質問等ありましたら、お願

いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、引き続き農業経営を行っている旨の証明承認

２件について、一括して集約いたします。 

         農業委員の皆様に伺います。議案第２２号及び２３号について、原案どお

り承認することに賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、農地に関する事項の報告事項に入ります。 

         事務局から報告事項のアからエついて一括説明をお願いいたします。 

         藤井主任。 

 

藤井主任     それでは、総会資料９ページからご覧ください。 

         ９ページから１２ページ、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の

件、２６件。 
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         続きまして。１３ページをお願いいたします。 

         １３ページから１５ページ、農地法第３条の３第１項の規定による届出の

件、２４件。 

         続きまして、１６ページをお願いいたします。 

         農地法第４条の規定による届出の件、８件。 

         続きまして、１７ページから１９ページをお願いいたします。 

         農地法第５条の規定による届出の件、１４件。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま報告について、委員の皆様から意見、質問等ありましたら、お出

しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、これら報告事項につきましては、事務局説明

のとおり承知おきをお願いいたします。 

         農地に関する事項が終了いたしましたので、ここで４０分まで休憩いたし

ますので、時間正確に再開いたしますので、よろしくご協力をお願いいた

します。 

 

（休  憩） 

 

議  長     それでは、議事を再開いたします。 

         休憩前に引き続きまして、その他農業委員会業務に関する事項から進めて

まいります。 

         初めに、令和３年度松本市農業委員会業務報告、議案第２４号を議題とい

たします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、資料は２０ページからになりますので、お願いします。 

         まず初めに、またちょっと訂正ということで、申し訳ございません。２４

ページの真ん中に利用状況調査の結果表がございまして、そこの合計欄が

ちょっと僅かに違っていて、合計欄の３年度のところ、「１５９．１」、

これ、足し算すると「１５８．９」になります。訂正をお願いいたします。 

         それから、前年比較のところですが、Ａ分類とＢ分類、プラスマイナスし

ますと、「△９６．８」ということで、コンマ２ちょっと違っていますの

で、申し訳ございませんが、ご訂正をお願いいたします。 

         それでは、２０ページから進めてまいります。 

         業務報告、３年度でございます。 

         組織運営の（１）会議の開催状況、ご覧のとおりでございます。昨年度に
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つきましては、委員の改選がありまして、８月１２日、臨時総会が行われ

てございます。 

         （２）専門委員会の活動でございます。農業振興委員会、情報・研修委員

会ございます。委員会の引継ぎがありました。農業振興委員会、新委員会

になってからは、中段のところ、松本市農業士会との意見交換会、企画し

ておりましたけれども、コロナ拡大で実現しなかった、実施に至らなかっ

たということでございました。情報・研修委員会のほう、農業委員会だよ

り、広報まつもと等の発行、それから２１ページに移りまして、先進地視

察研修を実施したところでございます。１２月６日、長野市若穂地区、優

良事例２か所ということで、農地中間管理機構関連の整備事業、それから

営農型太陽光発電の優良事例ご覧いただきました。そして、本日は、１月

から延期しました委員研修会を開催したところでございます。 

         （３）系統組織との協力、連携、それから（４）農業関連団体との連携、

協力、（５）につきましては研修機会の提供ということでございます。 

         （ア）のところで、ブロック別研修・懇談会を６月、これは旧委員で、利

用状況調査実施前のタイミング、それから１０月は新委員ということで、

遊休農地の制度等について説明して、実務に入れるようにしたところでご

ざいます。 

         また、新しい委員就任直後、８月３１日は新任委員研修会を開催しまして、

長野県農業会議から講師を招きました。 

         ２２ページでございます。 

         ブロック活動の推進、北東部は市民とともに遊休農地を活用したそば作り

（３年目）でございます。 

         南部ブロックにつきましては、畦畔管理の省力化に関する視察研修という

ことで、カバープランツとしてのヒメイワダレソウ、それから畦畔への犬

走の設置等、現地調査・意見交換をしたところです。 

         河西部ブロックにつきましては、松本波田道路関連の残地農地の情報交換

をして、今後も引き続き注視ということで話をしてございます。 

         西部ブロックにつきましては、奈川地区でトウモロコシを栽培して、関係

者へトウモロコシを配付して、奈川地区のおいしいトウモロコシをＰＲし

た。また、高冷地の優位性ですとか、鳥獣被害の状況等も確認したところ

でございます。 

         ２３ページでございます。 

         農地法の法令業務の執行状況ということで、ご覧のとおり、所有権移転、

農地転用申請等６１５件について審査しました。詳細は６－１にあります

ので、ご覧ください。 

         イとしましては、農用地利用集積計画の決定ということで、利用権の取扱

い実績、または各地区の最終的な認定農業者への農地の集積率等につきま

しては、６－２、６－３をご参照ください。 

         ウとして、別段面積基準の設定ということで、年度末の時点で２９８筆、

約１９ヘクタールの別段面積基準を調整したところでございます。 

         それから、無断転用の防止活動、それからオにつきましては、農地所有適
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格法人の要件確認状況でございます。 

         続きまして、（２）農地利用の最適化の推進ということで、重点的に取り

組んでおります。 

         アとして、遊休農地の発生防止・解消に向けた取組ということでございま

すが、月の８、１８、２８ということをスローガンにしまして、農地パト

ロールを推進いたしました。 

         また、１０月以降につきましては、４年度ですね、これから夏に実施する

利用状況調査に備えた予備調査を特に充実させてきて、あらかじめ地区で

遊休農地のリストアップになるんじゃないかという筆について報告をして

いただいているところでございます。 

         ２４ページでございます。 

         利用状況調査、あるいは利用意向調査、非農地判断の実施ということでご

ざいますが、先ほど訂正させていただいた表のところでございます。Ａ分

類は若干増えてございますが、Ｂ分類につきましては、非農地判断、農地

除外を進めたということがございまして、劇的にＢ分類はもう減らしてき

ているところでございます。 

         また、（ウ）のところですが、比較的耕作条件が良好な農地につきまして

は、担い手への貸付けを誘導したということで、各地区で地道に解消活動

に努めていただいたかというところでございます。 

         ２５ページでございます。 

         ウのところ、新規参入に向けた取組ということでございますけれども、表

のところで、令和３年度の実績、３１経営体、６．９ヘクタールとなって

ございます。２年度に引き続き好調な新規参入者数ということでございま

して、これは新規就農届の提出者を数えたということで、もちろん経営と

しての農業、それから家庭菜園的といいますか、自家消費的といいますか、

そういった農業も含めての実績になります。 

         エのところ、農地利用最適化交付金の活用でございます。委員報酬に上乗

せ措置して、委員活動を支えました。こちらにつきましては、この４月に

３年度の交付金を一括して支払ったところでございます。旧委員の分もあ

りまして、６６名、総額で２８４万円ほどという金額でございます。 

         （３）農政活動の推進、こちらにつきましては、地域振興局ですとか、県

農政部ですとか、こちらは主に会長対応となっております。 

         それから、次のページ、２６ページでございます。 

         農業委員会だより、それから家族経営協定の締結推進等してございます。 

         （５）農業者年金の加入推進ということでございますが、農業委員会の系

統組織の加入推進運動に呼応しまして、３年度、４年度の目標を１０人と

したところ、もう３年度実績で１１人ということで、相当な加入を達成し

たところでございます。 

         最後、（６）情報活動の推進ということで、ご覧のとおりの活動をしてお

ります。 

         また、ｅＭＡＦＦ農地ナビということで、全国農地ナビがｅＭＡＦＦ農地

ナビにちょっとリニューアルしておりますけれども、本市の農地情報もイ
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ンターネット上に公開しているところでございます。 

         あと、２７ページ以降は、細かな資料になってございますので、ご確認く

ださい。 

         それから、特に３９ページにつきましては、地区の集積率、カウントが認

定農業者のみのカウントでございますので、あくまでも参考でございます

が、こんな形で地区の集積率が出てございますので、ご参考にお願いいた

します。 

         昨年の事業報告でございました。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいま事務局から説明がありました。 

         これに対しまして農業委員、推進委員の皆様からご意見やご質問があった

ら、お出しをお願いいたします。 

         中川委員。 

 

中川農業委員   そういうデータがあるのかどうかっていうことなんですが、この２３ペー

ジのウの別段面積基準の調整ってありますよね。農地の遊休防止とか移

住・定住者を含めた云々とあって、設定した別段面積農地が２９８筆、約

１９ヘクタールということですが、じゃこういった農地で、じゃ実際に例

えば移住者がいたとか、実際にここで誰かが何か作っているとか、そうい

うようなデータっていうのはあるんでしょうか。 

 

議  長     川村補佐。 

 

川村局長補佐   このまだ１筆１筆のもの、今日はちょっと持ち合わせてないんですが、ご

ざいます。別段農用地に関しましては、今日もたしかあったと思うんです

けれども、３条のところの備考欄に別段農用地という形で出ていまして、

去年実績で言いますと、やっぱり松本市内から松本市内、例えばアパート

から一戸建てへというような方も含めますと、数件は農地つき空き家みた

いな形でご購入された方も実績あります。 

         たしか県内だったんですけれども、南信のほうから移住、飯島でしたかど

っかから来た人もいまして、空き家対策と別段農用地として、農用地の遊

休荒廃地防止、それに目的の１つである新規就農、これが組み合った形で、

実績は数件ございます。 

         それと、あと一覧表みたいな形っていうのも、データとしては残してあり

ます。 

 

中川農業委員   そうですか。数件でいいのかということなもんで、できるだけ全部設定し

た農地は全部であることが理想、望ましいじゃないですか。そういうこと

でもないんですか。 

 

議  長     川村補佐。 
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川村局長補佐   ここ２年、２回くらいですかね。１年置きにやったんですけれども、平成

２８年度に７００筆くらい一挙に指定したと。これは皆さんにも１回説明

したと思うんですけれども、そのときには、Ａ判定みたいなものを一挙に

やっちゃったという。今は実情に応じて設定はかけているんですが、Ａ判

定というだけで一律にやっちゃったという形だもんで、非常に筆数が多い。

そこを農地パトロール、２年に１回のデータを基に、もうここのところ農

地じゃなくなっちゃっているよ、山林になっちゃっているよという実情に

応じて、絞って、絞って、絞ってきたのが２９８。実情は、平成元年から

ですかね。違います。平成３０年からは、実情に応じた形で年間１０筆く

らいずつですか、そんな形で指定していますので、そちらに関しては、相

当な数がもう出来レース的、相手あっての形で指定しているものが多いも

ので、パーセンテージ的には相当高いパーセンテージで所有権移転等でき

ています。 

 

中川農業委員   分かりました。ありがとうございます。 

 

議  長     ほかにありますか。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、これより集約いたします。 

         農業委員会の運営に関わることなので、全委員の方にお伺いします。 

         議案第２４号について、原案どおり承認することに賛成の委員の方の挙手

をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することといたします。 

         次に、令和４年度松本市農業委員会業務計画（案）、議案第２５号を議題

といたしますので、事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   ４０ページ以降をお願いします。 

         令和４年度の業務計画（案）でございます。 

         まず第１、基本方針でございます。 

         新型コロナウイルス感染症、それからロシアによる軍事侵攻等ございます。

先行きに不安が広がっているということでございますが、農業・農村を取

り巻く情勢につきましても、引き続き構造的な問題は進行しております。 

         そんな中、国は改正農業委員会法が施行されて５年たって、どうだったか

というような見直しを行いまして、現国会にも提出されております人・農
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地プランの法定化というような話が出ております。 

         このような状況におきまして、農業委員会としては、農地が有効に活用さ

れるように、担い手や新規参入の方にバトンタッチを進めていかなければ

ならないわけでございます。 

         そこで、本年度の重点推進事項を下の枠の中に掲げてございます。 

         まず、農地利用最適化の推進に向けた体制の強化ということで、まず国の

指導に基づきまして、農業委員会の最適化活動の強化に向けた目標設定を

していきたい。それから、農業委員会サポートシステムと連動した委員へ

のタブレット端末の導入、人・農地プラン法定化対応として目標地図作成

に向けた体制整備、それから最適化の推進に関する情報交換の開催、それ

から地区事例等の共有化ということを重点に掲げたいと思います。 

         また、農業委員会活動の見える化の推進としまして、意見書を今年は市長

に上げたい。また、移動農業委員会も夏に開催したいですし、冬には松本

市農業活性化シンポジウムを開催していきたいということでございます。 

         最後、もちろん農地法の公正・適正な執行ということでございます。 

         次、４１ページでございます。 

         具体的な業務の展開ということで、（２）専門委員会の活動でございます

が、まず農業振興委員会、先ほどありました意見書の提出は１０月に予定

してございます。市長懇談会は１１月に予定してございます。 

         イとして、情報・研修委員会、本日委員研修会を行ったところですが、移

動農業委員会、具体的には８月という方向で、今、委員会で検討をしてご

ざいます。また、予算措置としては１泊２日になってございますが、先進

地視察研修を年末に実施したい。さらに、年明けには農業活性化シンポジ

ウムを開催したいということでございます。 

         続きまして、４２ページでございます。 

         研修機会の提供ということで、ご覧のとおりの活動を予定してございます。 

         特に、イの（カ）ですね。一番最後のイの（カ）最適化活動に向けたタブ

レット操作研修会ということで、タブレットが全委員に行き渡るように、

今、進めておりますけれども、夏から秋、残念ながら、ちょっと今年の利

用状況調査には間に合わないかとは思うんですが、秋ぐらいにはタブレッ

トが届けば、またタブレットの操作研修会等も開催してまいりたいなとい

うふうに思います。 

         ブロック活動の推進、（６）につきましては、表に掲げたとおりでござい

まして、北東部のブロックにつきましては、潜在的に農業をやりたいと考

えている市民層へのアプローチということで、具体的なことはまだこれか

ら相談するということですが、計画中でございます。 

         南部ブロックは、ドローン等の先端技術を使った作業の効率化・省力化、

スマート農業と。 

         河西部は、松本波田道路関連、西部ブロックは、また引き続きトウモロコ

シということでございます。 

         ４３ページでございます。 

         （２）農地利用最適化の推進ということで、こちらは、まず（ア）農業委
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員会の目標設定ということで、目標設定につきましては、この後、その他

の項目で改めてご説明いたします。 

         それから、先ほど出ましたタブレット端末の導入ということでございます。 

         それから、（ウ）につきましては、人・農地プラン法定化への対応という

ことで、話合いの母体となる組織を、それぞれ地区でいろいろな組織があ

りますけれども、どの母体を中心に話し合っていくのか、あるいは新たに

設立することも必要な地区もあるかもしれません。現状把握に努めて、今

後の作業工程について話し合うなど、１０年後の目標地図に向けた体制を

整備していきたいということでございます。 

         農地利用最適化の推進に関する情報交換の開催、（エ）でございますが、

おおむね３か月に一度、様々な地区の事例を発表していただきながら、委

員で情報の共有化を図っていきたいと考えております。 

         ４４ページでございます。 

         新規参入の促進に向けた取組ということで、市議会に説明する概要説明書

を現在、作成してございますけれども、（ウ）のところ、農ある暮らしへ

対応として、移住者などに向けて、空き家バンクシステムとの連携による

農地の有効活用を推進するというところで、今、半農半Ｘですとか、農福

連携等による多様な担い手の確保というようなことが結構重要視されてき

ておりますので、このようなことも含めまして、荒廃化の未然防止、ある

いは農地の有効活用に資するのであれば、様々な考え方を導入して、部局

横断でまた取り組んでいかなければいけないというところでございます。 

         また、エの遊休農地の発生防止・解消に向けた取組は、引き続き推進して

まいります。 

         あと、（３）農政活動の推進、（４）農業振興活動の推進、（５）農業者

年金の加入推進、（６）情報活動の推進はご覧のとおりでございます。 

         ４６、４７ページは、会議等の予定となってございます。ご覧いただきた

いと思いますが、また後程説明します。 

         以上でございます。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいま事務局から説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件について集約いたします。 

         議案第２５号について、原案どおり決定することに賛成の委員の方の挙手

をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         ４０ページの表題の「（案）」の文字を消していただくようお願いいたし

ます。 

         次に、報告事項ア、令和４年度農業委員会事務局及び農政担当課の職員体

制についてを議題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   こちらにつきましては、別冊資料ということで本体から外してございます

ので、何かご用命の際は、この担当表を見ていただいて、農政課なり、耕

地課なり、我が事務局なりにお尋ねいただければということでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

         以上でございます。 

 

議  長     本件については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知おきを

お願いいたします。 

         次に、報告事項のイ、主要会務報告並びに当面の予定についてを議題とい

たします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、４８ページ、４９ページご覧ください。 

         ４８ページは、４月の報告でございます。 

         ４月６日は、南部ブロック活動が行われております。 

         ４月１８日は、第１回役員会、その後、松塩筑安曇農業委員会協議会の定

期総会に代議員の方は出ていただいております。 

         ちょっと入っておりませんけれども、４月２０日につきましては、波田地

区で農業未来会議が設立されております。新聞でもご覧になった方おられ

るかと思いますが、会長が今井地区の取組について講演したということで

ございます。また、この波田地区の未来会議の会長には、塩原至農業委員

が就任されて、いよいよ波田地区におきまして、人・農地プランを進める

ような体制が整い始めたというところでございます。 

         ４９ページ、当面の予定、５月の予定でございます。 

         ２４日につきましては、農地転用現地調査ということで、今回は橋本委員

と倉科委員の回り順になってございますので、日程調整等、また事務局と

お願いいたします。 

         ５月３１日は５月の総会になりますが、農業委員会の目標設定のこともあ

りますし、農地中間管理機構の事業紹介をぜひやらせてほしいということ

で機構から申出があって、新しく農業委員さん、推進委員さんが交代され

てから、一度も機構が挨拶に来ていないという中で、ぜひご挨拶をお願い

したいというお話をいただき、やはり５月、ちょっと忙しいところかとは
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存じますが、推進委員さんにもお越しいただくように考えておりますので、

ご予定をお願いいたします。 

         こんなところでございます。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご

承知おきをお願いいたします。 

         以上で報告事項は終了いたしました。 

         続きまして、その他の項目に入ります。 

         最初に、松本農業農村支援センターからの情報提供ですが、担当の戸谷課

長補佐が本日欠席ですので、事務局から案内をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   本日お配りしました農業農村支援センターの資料をご覧ください。 

         １、２、３、４とありまして、４番目のところ、燃料・資材・飼料高騰に

対する相談窓口の設置についてということで、支援センターの技術経営普

及課に相談窓口を設置したということでございますので、ご承知おきくだ

さい。 

         それから、最後のページですが、長野県農作業安全運動ということで、改

めて農作業の安全について周知徹底していただきたいということでござい

ました。 

         以上でございます。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、１点、その他ということで、ちょっと若干時間をいただきたい

んですが、その他資料ということで、議案に同封しました令和４年度以降

の農地利用最適化交付金の支給要件についてという資料をお手元にご用意

いただきたいと思います。 

         こちら、改めてご説明します。 

         令和４年３月２８日付で国の最適化交付金の実施要綱が改正されました。

新たな事業実施要件が次のとおり規定されたということで、１月の活動日

数がゼロであった最適化活動を行う推進委員等がいる農業委員会は交付金

の支給対象外。 

         ②年間平均で月の活動日数が５日以下である最適化活動を行う推進委員等
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は、推薦委員等の実績に応じた交付金の支給対象外とされたところでござ

います。 

         注意としまして、国が言う最適化活動を行う推進委員等の定義は以下のと

おりであります。 

         アとして、農地利用最適化推進委員は全員含まれる。 

         イとして、最適化活動を行う農業委員が含まれる。 

         これに当たらない者は、交付金の支給対象から外れる代わりに、事業の実

施要件にも影響を与えないとの見解でございます。 

         そのため、上記に該当する委員は、この用件が満たせるように、もうこの

４月から活動をしっかり行っていただいて、裏づけとなる活動記録簿を必

ずご提出いただくようにお願いしたいということでございます。 

         なお、この交付金事業を実施するに当たりまして、松本市においてこの最

適化活動を行う推進委員等に該当する委員を特定する必要がございます。 

         それで、もうこれは間違いなく該当するというのは、農地利用最適化推進

委員、それから農業委員のうち地区推薦の委員でございます。もうこちら

は担当区域が明確になっておりますので、もちろん該当すると。 

         それから、取扱いの検討が必要な委員さんにつきましては、いわゆる団体

推薦の委員さん、農協からの推薦、それから土地改良区からの推薦、農村

女性協議会からの推薦、それから公募した委員で、お立場は中立委員とい

うお立場になります。こちらにつきましては、取り扱いを検討しなければ

ならないところでございます。 

         この間、役員会を開きましたけれども、こちらはちょっと慎重に判断して、

またその委員から同意も得なければいけないねというところで、まだ結論

は出しておりませんけれども、次のページへ行きまして、「あらためての

確認事項」でございますが、４月から来年３月まで、一月でも活動を行わ

ない月、この活動のところですが、これは最適化活動を指しますので、総

会に参加するのは最適化活動ではないという見解です。農業委員が総会に

参加するのは、もう義務業務だもんで、最適化活動には該当しない。ただ、

推進委員が総会に参加して、農地利用最適化に関する意見を述べるという

ことであれば、それは最適化活動に当たるんじゃないかというのがＱ＆Ａ

の見解です。農業委員は義務だもんで、最適化活動にはならない。推進委

員は、任意で参加して、最適化に関する意見を述べれば、最適化活動だと、

こういうことでございます。 

         とにかく１か月でも活動を行わない月がある推進委員等がいれば、その農

業委員会は交付金はもらえないということでございます。 

         それから、活動を毎月行っていただいたとしても、年の平均で、年の平均

というのは月平均ですけれども、月平均で活動日数が５日以下であった推

進委員等は、推進委員等の実績に応じた交付金が支給されないということ

でございます。 

         その下が最適化交付金の体系でございますが、国の予算措置で５１億円あ

ります。そして、推進委員等の実績に応じた交付金がそのうちの７０％を

占めます。それから、農業委員会の実績に応じた交付金がそのうちの３
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０％を占めます。特に、推進委員の実績に応じた交付金は、さらに成果払

いと活動実績払いに分かれまして、成果実績払いはうち３０％、活動実績

払いはうち７０％ということで、トータルでは成果払いは２１％、活動実

績払いは４９％、それから農業委員会の実績に応じた交付金が３０％で、

トータルで１００％というような配分だそうです。 

         それから、この最適化交付金の使途、使い道でございますが、今回の改正

によりまして、報酬に限らず、事務費への充当など、使途範囲が拡大され

ました。 

         ちなみに、昨年度までは、委員の報酬のみに充当、事務費は無理だという

ことでストレートで委員の報酬に上乗せということでなっておりましたけ

れども、４年度からは使途が拡大されて、例えば事務費への充当という中

で、委員が利用するタブレットの通信費、シミュレーションで年に１台当

たり大体２万円通信費がかかるということでございますけれども、そうい

ったものにもこの最適化交付金から充てることができるという考えが示さ

れました。 

         この使い道が広がった交付金の使途については、また今後検討してまいり

ますけれども、導入となるタブレットにつきましては、今、調整を進めて

いますが、見込みですが、今のところ１人１台、全委員に配付できるよう

に事務を進めておりまして、タブレットの配付自体は、例えば遊休農地の

調査でも活用できるし、人と農地のマッチングというふうなところでも使

えることは使える。それから、コロナ対応ということで、リモート会議と

いうふうなことで、パソコンでの画面を通じた会議というようなこともで

きるということで、可能性は広がってきまして、こちらは全委員に配備と

いうことだもんで、最適化活動を行わない委員がいたとしても、その委員

にも配備されます。その予定です。 

         ただ、通信費等につきましては、最適化活動を行う推進委員等に限って交

付されるもんですから、もしその最適化活動を行う委員から外れた委員の

通信費は、例えばですけれども、国の交付金に頼らずに、市の独自予算の

中で充てるとかというような方法も考えられるところでございますが、こ

こら辺は検討が必要だと。 

         今月早速活動記録簿、新しい様式で、ほとんどの委員が出していただいた

かと思いますが、とにかくもう４月からやっていただかないと、もうゼロ

の月があれば、その時点で、ゼロの委員がいれば、その時点でもう交付金

はアウトになってしまいます。早急にやっていただきたいし、もしやって

ないということで活動記録簿出していただいている委員がいましたら、後

で電話でこの日ありましたって事務局にぜひ報告をいただいて、全委員が

やっていただくようにお願いしたいということでございます。もうこれは

もうどうしようもないことだもんで、国の縛りでございますので。 

         それで、先ほどの、聞いておりましたけれども、例えば３条で和田の新規

就農者、今回出てきて、議論していただいたわけですが、その対応や今後

の面倒を見るというような活動は、当然新規参入の促進になりますので、

地区の農業委員さんとか、もちろんこれから活動の範囲が確実に広がって
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きますし、とにかくどんなことでも活動記録簿につけて、ゼロにならない

ようにしていただかないと、交付金が来ないし、その交付金を心としては

通信費に充当していきたいというところもあるんですけれども、とにかく

全委員に活動していただきたいということを、くどいようですが、伝えさ

せていただきます。 

         それで、評価の基準となる目標設定の考え方でございますが、この３ペー

ジ目です。 

         こちらにつきましては、また５月に間に合わせて目標設定をしていきたい

と思いますけれども、農業委員会の目標としては、集積目標はその地帯別

に設定すると。それから、遊休農地の解消の目標はここに記載のとおり。

また、新規参入の目標もあって、ちょっといろいろな課題はありますけれ

ども、とにかく事務を進めてみたいと思っております。 

         それから、（２）で最適化活動を行う推進委員等の目標ということで、成

果目標と活動日数目標とあります。この成果目標につきましては、この上

の表の農業委員会の目標の自分の住んでいる地区の担当地区の数字を採用

して、それに対してどうだったかというふうなのが成果目標になりますし、

活動日数目標は、系統組織の統一定めとして、１か月１０日はやりましょ

うねというふうになったもんで、その１０日に対して、達成状況を見ると

いうことになります。 

         その前のページの活動実績払いが４９％となっていますので、この活動日

数が１０日に近ければ近いほど、その配分は高くなってくるということで

ございます。 

         ただ、先ほども申しましたとおり、年間通じてやったんだけれども、結局

月の平均を取ったら、４．５日しか活動日数が行かなかったということに

なると、その委員に関しては、最適化交付金、その委員に関する実績に応

じた交付金はゼロになってしまうというようなことがあるもんで、どうせ

やるなら、５日以上になるようにやっていただきたいということでござい

ます。 

         それで、今までは、令和３年度までは、１日１回やれば、その内容に応じ

て、５，０００円とか、６，０００円とか、７，０００円というような明

確な単価設定があったんですけれども、令和４年度以降は、その一番下の

（４）の交付金の計算にあるとおり、目標に対する達成状況に応じて評価

点が加点されまして、日本全国の農業委員会との相対的な関係の中で、当

委員会への交付金の配分額が決定されるということでありますので、明確

にどのぐらい来るのかというようなことがなかなか見えてこないわけでご

ざいます。 

         雲をつかむような中でやっているんですが、それで最後のお願いですけれ

ども、最終ページにまた活動記録簿の様式をつけてございますので、この

農地の集積・集約化活動、それから遊休農地解消の活動、それから裏に行

きまして新規参入の促進、ここに是が非でも該当となる活動をしていただ

いて、どうせやるのであれば、月５日以上になるように、とにかく小まめ

につけていただいて、先月も話しましたけれども、軽トラで道すがら遊休
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農地を調べたとしても、それはもう載せていただいて結構ですので、とに

かく５日になるように、５日以上になるように、ですから端的に言えば、

これを５枚以上は毎月出していただきたいということでお願いします。 

         それで、昨日説明会があって、同じ日に異なる活動を２回した場合に、２

日とカウントできるかという質問があったんですが、それはできないとい

うことでございました。だから、どうせやるなら、１日に１活動で、別の

日にもう一つの活動をしていただければと思います。 

         そんなことで、具体的に自分の活動がどこの項目に当てはまるかというよ

うなご質問も実はいただいておりまして、その都度電話で、事務局も、も

う暗中模索で、その都度お答えしております。そんな手探り状態でござい

ますが、難しい質問をぜひ事務局に個別に電話で寄せていただきたいと思

います。 

         以上でございます。 

 

議  長     言いにくい説明は聞きにくいことでありますので、このバスに乗っちゃっ

たで、お国のそういうことでありますので、それぞれ思うところは本当に

いっぱいあるし、何のためにこういうポジションであって、こういう活動

しているかという原点まで関わりあることですけれども、今、事務局から

説明があったとおり、要するに５枚以上書いて、定例会にどんな形でもい

いで出してもらう、当面。当面このバス、飛び降りるわけにいかんで、そ

れがしようがねえということだね。でも、これでご協力お願いします。 

 

板花局長補佐   会長、補足…… 

 

議  長     板花補佐。 

 

板花局長補佐   すみません、もう一つございまして、一番の問題点は、本市において最適

化活動を行う推進委員等に該当する委員を特定する必要があるというとこ

ろで、ちょっと今月この場で結論を出すことは想定していませんけれども、

４月、５月やってみて、できそうかどうかという中で、もうできないとい

うことであれば、最適化活動を行う推進委員等から最初から除外したほう

がいいもんですから、そこら辺はまた個別に判断させていただきますけれ

ども、少なくとも特定の関わる地区を持たない中立委員さんですね。こち

らはやっぱり中立委員という立場で、一歩引いたところから農業委員会の

最適化活動を俯瞰していただく立場でございますので、中立委員さんにつ

いては、ちょっと取扱いは除外することも含めて、今、検討しているとこ

ろでございまして、この場では結論は出しませんけれども、そんな方向で、

また相談させていただくように考えております。 

 

久保農業委員   これ、板花さん、表裏があったら、実質的には２枚になるでしょう、別々

に書けば。 

 



37 

板花局長補佐   別々に書いてもいいんですが、日にちは違えていただくようにお願いしま

す。 

 

久保農業委員   じゃ、２枚だね、１枚でも。 

 

板花局長補佐   １枚でも２枚ですね。 

 

久保農業委員   そうですね。 

 

板花局長補佐   事務局が分かるように、明確に分かるように書いてください。 

 

大澤推進委員   板花さん、私、間違えてさ、理解できなかったもんですから、活動記録簿、

もう出しちゃったんですよ。こっちのほうをね。 

 

板花局長補佐   中身は同じだもんですから、事務局で確認させていただきますんで。 

         要は、簡単な様式を松本市独自で作ったんで、そちらは全国農業会議所の

統一様式…… 

 

大澤推進委員   私は１枚、ノート１枚、２枚出したんですが、向こうのほうは３日しか私、

パトロールしなかったもんですから、パトロール…… 

 

板花局長補佐   ３日やれば大したもんだと思います。 

 

議  長     ほかにありますか。 

         上條委員。 

 

上條農業委員   改良区場合は、日常的にこれが並行して行われている場合が多く、それで

会合の中の次第でも出てくる場面もあるし、だから農業委員として返答す

る場合もあるし、個別にこういうことに関することを改良区のほうの業務

として受けることもあるんだけれども、ここに関係したら、報告しちゃっ

ていい。当然今まで分けちゃっていたので、別のものだと。分かりました、

はい。当然いいと思います。 

 

議  長     じゃ、塩原委員。 

 

塩原（秀）農業委員 活動時間がこうやって書いてあるけれども、５×８で４０時間だと。活

動日が５日といえば、たとえ１０分でも時間に関係なくということかい。 

 

議  長     活動時間と日にちの関係。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   活動時間は一切関係がなくて、もう活動日数です。統一目標は活動日数、
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１か月１０日ということでお願いします。 

 

議  長     じゃ、これはこういうことで、また細かい深掘り、それぞれ事務局へ電話

して、何しろ趣旨はそういうことですので、よろしいですかね。よろしい

も何も、お願いします。 

         全体を通した中で、よろしいですか。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   最後に、今日はちょっとお休みの委員さんが若干おられまして、寿の推進

委員さんとか、研修会は参加したけれども、ちょっとお帰りになった推進

委員さんも２人、３人おられますので、今日ちょっと重要な報告を最後さ

せていただきましたが、ぜひ地区に帰りまして、ちょっとおつなぎいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

         それで、その際にちょっと資料をもし、席にある資料もお持ちいただけれ

ば、大変ありがたいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

         以上でございます。 

 

議  長     以上で本日の案件は終了しました。 

         心に少しおりが残っておりますが、ご協力ありがとうございました。 

         議長を退任させていただきます。ありがとうございました。 

 

14 閉  会 

 

 

  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長         田 中 悦 郎         

 

          議事録署名人 １９番      橋 本 実 嗣         

 

          議事録署名人 ２０番      倉 科 孝 明        


